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【事業概要】 

［対象者］ 

県内に事業拠点を有し、製造業を営む中小企業者が対象です。ただし、製造業への新分野進出する

場合は、この限りではありません。 

※県内で１年以上の事業実績があることが必要です。 

※農林漁業、金融保険業、医療業、風俗営業等、一部の業種は対象外です。 

 

［かがやく未来型中小企業の採択］ 

  次のいずれかに該当する、生産性の向上と競争力の強化を図ろうとする企業について、事業計画を

審査のうえ、評価の高いものから「かがやく未来型中小企業」に採択します。 

  ①新商品開発、生産、販売 

②新たな生産方法の導入（付加価値額年率２％以上向上の事業計画） 

③新分野進出 

 

［補助金］ 

  かがやく未来型中小企業の採択を受けた企業に対して、事業計画に基づく取組に要する経費を補助

します。 

（１）補助対象経費 

     採択企業が事業計画に基づき実施する取組に要する経費で、人材育成、専門家活用、機械器

具等の導入、その他取組に必要な経費とします。 

     ※生産設備の導入については、雇用の維持を要件とします。県内事業所への導入のみ対象。 

（２）補助率等 

区 分 補助対象者 補助率 補助上限額 補助下限額 

① 経営力強化型（②に該

当する者も申請可能） 
中小企業者 １／３以内 １，０００万円 １００万円 

② 小規模経営力強化型 
小規模企業者、 

ベンチャー企業 
１／２以内   ５００万円 １００万円 

※ 「小規模企業者」とは、常時使用する従業員のうち正社員の数が２０人以下の企業をいいます。 

   ※ 「ベンチャー企業」とは、創業後５年以内で、革新的な新技術・新サービスの開発成果を事業化す

る企業をいいます。 

 （３）事業期間 

 交付決定日から１２ヶ月 

 ※２ヶ年度にわたる場合は、年度ごとに補助金の精算をすることになります。 

 

［応募方法］ 

  かがやく未来型中小企業採択申請書類一式を作成し、関係書類を添付し、表面の申請先まで郵送ま

たはご持参下さるようお願いします。なお、申請にあたり事前に相談して下さるようお願いします。 

・応募書類は秋田県産業労働部地域産業振興課のホームページからダウンロードできます。 

 ・添付する関係書類は次のとおりです。 

  ①直近３期分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告

書） 

②定款及び履歴事項全部証明書（個人事業者の場合は個人事項証明書） 

③会社案内等、会社の概要がわかるもの。 

④経費の積算根拠となる参考見積書 

 

［手続きの流れ］ 

  

 

 

 

 

 

  ※２ヶ年度にわたる場合は、２年目も④～⑧の手続きを行います。 
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